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案 件 等 

○会長あいさつ 

○議題 

 １ 事業経過報告について 

２ 令和２年度決算について 

３ 令和４年度休館日の一部変更及び特別整理について 

４ （仮称）座間市立図書館サービス計画２０２２について  

資料の名称 

 

 

資料№.１ 事業経過報告について                 

資料№.２ 令和２年度決算について 

資料№.３・４ 令和４年度休館日の一部変更及び特別整理について 

会議の内容 ・委員の自己紹介 

・会長挨拶 

 今月は、読書週間ですので、子どもから大人まで読書を楽しもうと

いうことで、図書館の利用者も増えてくれると良いと思います。 

※ 会議次第及び発言要旨等 

 

（議長）それでは、議題１ 事業経過報告について、事務局より説明

をお願いします。 



（事務局）資料１で令和３年７月７日から令和３年１０月１９日まで

の事業経過報告について説明。 

 

 質疑応答 

 

（委員）「ぬいぐるみのおとまり会」は中止となっていますが、延期と

かで実施予定はないですか？ 

 

（事務局）コロナの関係で中止となりましたので、今年度は実施する

予定はございません。 

 

（議長）他にご意見等ありますか？無いようでしたら、次の令和２年

度決算について、事務局から説明願います。 

 

（事務局）令和２年度決算ついて事務局から説明。 

 

 質疑応答 

 

（委員）決算資料の一番下の欄にある、図書館資料等損害弁償金とは

どんな内容ですか？ 

 

（事務局）この弁償金は、図書館利用者が借りた資料を紛失された時

とか、棄損した時に本の場合は、図書館の購入額、DVDの場合は、一

律３千円を弁償していただきます。 

 

（委員） この欄に計上される金額は、少ない方が良いということで

すね。 

 

（事務局） そうなります。決算議会で質問があった事業は、ブック

スタート事業費についてで、配布件数の減ということでしたが、コロ

ナの影響で、幼児の検診時に絵本等を配布する予定でしたが、年度前

半はお配りすることができず、後半から配布することができるように

なったため、配布件数が減となっておりました。また、補正予算につ

いては、コロナ対応の費用に充てるための事業費で、消毒液等や洗面



所の水栓を自動水栓化するための事業費を補正予算で対応しました。 

別の電子図書館構築事業費では、コロナ対策としての対応事業として

タイムリーな事業内容ということで、当初６００冊を予定しておりま

したが、補正後２,６００冊となり有効的な対応ができました。 

 

（委員） 電子図書の利用状況はどうでしたか？ 

 

（事務局） 電子図書館は令和２年９月３０日からスタートしました。 

利用冊数ですが、月５００冊から６００冊程度で推移しております。 

 

（委員）その利用年齢層は？ 

 

（事務局）４０代、５０代で５０％、さすがに、８０代の方は少なく

２０代は、紙ベースの利用者数よりも電子図書の利用者数の方が多い

結果となっています。 

 

（議長）他に無いようでしたら、令和４年度休館日の一部変更及び特

別整理について事務局からお願いします。 

    

（事務局）令和４年度休館日の一部変更及び特別整理について事務局

から説明。 

 

 質疑応答 

   

（議長）ただいまの説明内容について、いかがでしょうか？ 

 

（委員）なぜ、７月８月は、第１金曜日のお休みがなくなるのですか？  

 

（事務局）６月の特別整理期間の２週間で図書の整理を終えるため、

７月の第１金曜日は休まず開館し、８月については、夏休みで利用者

が多いため、７月同様に休まず開館します。 

 

（議長）それでは、（仮称）座間市立図書館サービス計画２０２２につ

いて事務局から説明をお願いします。 



（事務局）（仮称）座間市立図書館サービス計画２０２２について事務

局から説明。 

委員にお願いがあります。このサービス計画についてのご意見や質

問等について、来週２７日までに提出していただきまして、今後実施

予定のパブリックコメント（１２月から１月予定）を経て、皆様から

のご意見等も踏まえながら計画書を策定したいと考えております。 

次回の第３回目の協議会を来年１月頃予定しておりますので、その

時に、最終的なご報告ができると思いますので、どうぞ、よろしくお

願いします。 

 

質疑応答 

 

（議長）ただ今の、事務局からの説明のとおり、サービス計画につい

て、何かご意見等ありましたら事務局の方へ来週２７日までにお願い

します。ご質問ありますか？ 

無いようでしたら、本日の議題案件について、承認していただける方 

の挙手をお願いします。 

  ― 挙手全員 ― 

承認されました。 

それでは、本日の会議を終了いたします。 

お疲れ様でした。 

 

 


